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山
口
県
告
示
第
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

に
し
み
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国
市
錦
見
六
丁
目
一
四
番
三
一
号

平
成
三
一
、

三
、
三
一

藤
井
歯
科
医
院

山
口
市
中
河
原
町
二
番
三
〇
号

〃

〃

〃

い
と
う
薬
局

下
松
市
美
里
町
四
丁
目
六
番
二
四
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
ス
ズ

キ
自
販
山
口

宇
部
市
大
字
妻

崎
開
作
八
三
二

株
式
会
社
ス
ズ

キ
自
販
山
口

宇
部
市
大
字
妻

崎
開
作
八
三
二

福
祉
用

具
貸
与

平
成
三
一
、
四
、

一

山
口
県
告
示
第
二
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
ス
ズ

キ
自
販
山
口

宇
部
市
大
字
妻

崎
開
作
八
三
二

株
式
会
社
ス
ズ

キ
自
販
山
口

宇
部
市
大
字
妻

崎
開
作
八
三
二

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

平
成
三
一
、
四
、

一

山
口
県
告
示
第
三
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

山 口 県 報 （定期） 第 ７ 号令和元年５月28日 火曜日














目

次
















一

保
安
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
玖
珂
町
字
寺
ケ
迫
二
四
五
、
一
〇
六
七
九
の
七
〇
か
ら
一
〇
六
七
九
の
七
五
ま
で
、
一
〇

六
七
九
の
七
七
か
ら
一
〇
六
七
九
の
七
九
ま
で
、
一
〇
六
七
九
の
八
二
か
ら
一
〇
六
七
九
の
八
五
ま

で
、
一
〇
六
七
九
の
八
七
、
一
〇
六
七
九
の
八
八
、
一
〇
六
七
九
の
九
六
、
一
〇
六
七
九
の
九
七
、

一
〇
七
〇
〇
の
一
、
一
〇
七
〇
二
、
一
〇
七
〇
三
、
字
寺
ケ
浴
二
四
七
の
二
、
字
長
迫
一
〇
六
八
五

の
一
、
一
〇
六
八
五
の
二

周
南
市
大
字
小
松
原
字
第
一
荒
瀬
三
三
三
、
字
第
二
荒
瀬
三
三
四
の
一
、
三
三
四
の
二
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
三
四
の
四
、
三
三
四
の
五
・
三
三
五
の
一
・
三
三
五
の
二
（
以
上
三

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
荒
瀬
一
〇
一
〇
七
の
二
、
一
〇
一
〇
七
の
一
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

岩
国
市
玖
珂
町
字
寺
ケ
迫
一
〇
六
七
九
の
九
七
・
一
〇
七
〇
〇
の
一
・
一
〇
七
〇
三
・
字
寺

ケ
浴
二
四
七
の
二
・
字
長
迫
一
〇
六
八
五
の
一
・
一
〇
六
八
五
の
二
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

周
南
市
大
字
小
松
原
字
第
一
荒
瀬
三
三
三
・
字
第
二
荒
瀬
三
三
四
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
三
四
の
二
、
三
三
四
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
三
三
四
の
五
、
三
三
五
の
一
、
三
三
五
の
二

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
一
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
か

ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
桜
馬
場
店

所
在
地

周
南
市
桜
馬
場
通
三
丁
目
一
六

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
フ
ジ

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

山
口

普

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
氏
名
又
は
名
称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
フ
ジ

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

山
口

普

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
二
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
収
容
台
数

三
五
台

㈡

駐
輪
場
の
収
容
台
数

三
五
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
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㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
六
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

氏

名

又

は

名

称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
フ
ジ

午
前
七
時

午
後
一
二
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
四
十
五
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
十
五
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

平
成
三
十
一
年
四
月
七
日
執
行
の
山
口
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
下
関
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
に
関
し
、
吉
村
親
房
か
ら
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申
出
に
対
し
、
令
和
元
年
五
月
二
十
日
の
委
員
会
に

お
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

決
定

書

異
議
申
出
人
下
関
市
稗
田
中
町
⚑
番
⚑
号

吉
村
親
房

上
記
異
議
申
出
人
（
以
下
「
申
出
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
31年

⚔
月
22日

付
け
で
提
起
さ
れ
た

同
月
⚗
日
執
行
の
山
口
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
下
関
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」

と
い
う
。
）
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
す
。

主
文

こ
の
異
議
の
申
出
を
棄
却
す
る
。

異
議
の
申
出
の
要
旨

申
出
人
は
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
決
定
を
求
め
、
そ
の
理
由
と
し
て
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
主

張
す
る
。

⚑
下
関
市
選
挙
管
理
委
員
会
と
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
申
出
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
し
か

も
選
挙
立
会
人
（
以
下
「
立
会
人
」
と
い
う
。
）
が
確
認
す
る
前
の
票
数
を
、
候
補
者
別
の
得
票
概

数
の
中
間
開
票
状
況
と
し
て
発
表
し
た
が
、
中
間
開
票
状
況
の
発
表
は
法
的
根
拠
が
全
く
な
い
も
の

で
あ
り
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
恣
意
的
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
公
職
選
挙
法
と
日
本
国
憲
法
に
違
反

し
て
い
る
。
得
票
概
数
は
、
発
表
の
瞬
間
に
確
定
票
に
す
り
替
わ
っ
て
お
り
、
不
正
が
隠
ṭ
さ
れ
て

い
る
。

⚒
申
出
人
以
外
の
候
補
者
の
得
票
の
中
に
同
一
筆
跡
に
よ
る
投
票
が
多
数
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
立
会
人
が
監
視
で
き
て
い
な
い
票
が
勝
手
に
外
部
に
発
表
さ
れ
る
と
い
う
環
境
設
定
の
為

に
、
立
会
人
に
よ
る
監
視
が
不
能
で
あ
っ
た
た
め
、
票
の
再
点
検
を
求
め
る
。

⚓
選
挙
長
は
疑
問
票
の
審
査
に
無
駄
な
時
間
を
か
け
、
立
会
人
に
有
効
票
の
確
認
の
時
間
を
十
分
に

与
え
ず
、
ま
た
、
疑
問
票
の
審
査
に
時
間
を
か
け
た
こ
と
に
よ
り
、
申
出
人
届
出
の
立
会
人
が
他
の

立
会
人
ら
の
無
言
の
圧
力
を
感
じ
有
効
投
票
の
束
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
押
印
せ
ざ
る
を
得
な
い
雰

囲
気
に
な
っ
た
こ
と
で
、
同
一
筆
跡
票
の
確
認
を
妨
害
さ
れ
た
。

⚔
期
日
前
投
票
の
投
票
箱
の
深
夜
の
管
理
が
厳
重
で
な
く
、
鍵
の
保
持
者
が
任
意
に
自
由
に
投
票
箱

の
開
閉
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
票
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、
同
一
筆
跡
票
が
多
数
存
在
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

⚕
観
覧
席
に
大
幅
に
立
入
禁
止
区
域
を
設
定
し
、
パ
ソ
コ
ン
画
面
が
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
開
票
を
秘
密
に
行
い
、
票
の
不
正
操
作
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

⚖
棄
権
者
の
白
票
の
実
物
と
数
を
立
会
人
が
確
認
し
な
い
開
票
は
、
選
挙
の
全
て
を
立
会
人
が
立
会

確
認
し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
公
正
な
選
挙
の
開
票
と
は
い
え
な
い
。
棄
権
者
の
白
票
を
、
票
の
書
き

換
え
と
す
り
替
え
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚗
選
挙
長
は
、
有
効
票
の
票
束
を
一
枚
た
り
と
も
確
認
せ
ず
、
立
会
人
が
確
認
し
て
押
印
す
る
前
の

票
束
に
押
印
を
し
た
が
、
立
会
人
の
意
見
を
聞
い
て
票
の
効
力
を
決
定
す
る
と
い
う
法
の
規
定
に
抵

触
し
て
い
る
。

⚘
疑
問
票
の
う
ち
、
申
出
人
で
あ
る
吉
村
親
房
候
補
に
係
る
も
の
が
一
番
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
、

有
効
票
の
数
が
多
け
れ
ば
、
疑
問
票
も
多
い
こ
と
か
ら
、
吉
村
候
補
の
得
票
が
最
も
多
か
っ
た
事
実

を
証
明
し
て
い
る
。

⚙
開
票
作
業
に
お
い
て
、
有
福
精
一
郎
候
補
の
票
束
が
終
盤
に
な
っ
て
急
に
倍
に
増
加
し
た
が
、
同

候
補
に
係
る
開
票
の
作
業
台
が
会
場
の
通
路
側
に
位
置
し
て
お
り
、
不
正
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ

る
。

二
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10
開
票
作
業
に
お
い
て
、
開
票
結
果
の
最
終
確
定
に
異
常
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不

正
の
為
に
投
票
数
と
開
票
数
が
合
わ
ず
、
そ
れ
を
ご
ま
か
す
た
め
の
票
数
操
作
に
時
間
を
要
し
た
た

め
で
あ
る
。

11
投
票
用
紙
に
名
前
を
記
入
し
な
い
白
票
が
わ
ず
か
500票

位
で
過
去
の
選
挙
と
比
較
し
て
異
常
に

少
な
く
、
不
正
の
為
に
投
票
数
と
開
票
数
が
一
致
し
な
い
た
め
白
票
で
票
数
操
作
を
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
は
、
日
本
国
憲
法
お
よ
び
公
職
選
挙
法
（
昭
和
25年

法
律
第
100号

。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
に
違
反
す
る
。

決
定
の
理
由

法
第
205条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
そ
の
選
挙
を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
は
、
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選
挙

の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
又
は
直
接
そ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
が

な
く
と
も
、
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
、
選
挙
法
の
基
本
理
念
で
あ
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が

著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
及
び
当
委
員
会
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
慎
重
に
審
理
し
た
結
果
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

⚑
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚑
に
つ
い
て

県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
中
間
開
票
状
況
の
発
表
は
、
法
令
上
、
こ
れ
を
定
め
る
規
定
は
な
い

が
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙
の
結
果
を
選
挙
人
に
速
や
か
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
旨
を
定
め
た
法
第
⚖
条
第
⚒
項
の
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
中
間
開
票
状
況
の
発
表
は
、
開
票
中
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
得
票
概
数
を
発
表
す
る
も
の

に
す
ぎ
ず
、
選
挙
の
結
果
に
影
響
す
る
得
票
数
は
、
あ
く
ま
で
投
票
の
点
検
を
得
た
後
の
票
数
に
よ

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
中
間
開
票
状
況
の
発
表
に
つ
い
て
、
候
補
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
理
由
も

な
い
こ
と
か
ら
、
中
間
開
票
状
況
を
発
表
し
た
こ
と
、
候
補
者
の
同
意
を
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

も
っ
て
違
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

中
間
開
票
状
況
を
発
表
す
る
に
当
た
り
、
立
会
人
が
得
票
概
数
を
確
認
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か

ら
す
る
と
、
中
間
開
票
状
況
に
お
い
て
得
票
概
数
を
発
表
す
る
こ
と
が
、
票
の
効
力
の
確
定
に
つ
な

が
る
こ
と
も
な
く
、
立
会
人
に
よ
る
開
票
作
業
の
立
会
・
監
視
が
妨
害
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。な
お
、
こ
の
発
表
を
行
う
こ
と
は
、
申
出
人
が
主
張
す
る
よ
う
な
不
正
を
行
う
た
め
の
も
の
で
な

い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
ま
た
、
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚑
に
は
理
由
が
な
い
。

⚒
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚒
に
つ
い
て

申
出
人
は
、
立
会
人
が
確
認
し
た
投
票
に
同
一
筆
跡
が
多
数
存
在
し
て
い
た
と
主
張
し
、
票
の
再

点
検
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
を
裏
付
け
る
だ
け
の
具
体
性
や
客
観
性
を
有
す
る
証
拠
は
何
ら

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
、
憶
測
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
投
票
事
務
及
び
開
票
事
務
は
、
下
関
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
二
重
投
票
や
投
票
用
紙
の
入
れ
替
え
な
ど
同
一
筆
跡
の

投
票
が
多
数
生
じ
る
よ
う
な
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
疑
わ
せ
る
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
開
票
に
お
い
て
は
、
選
挙
長
及
び
申
出
人
届
出
の
立
会
人
を
含
む
全
て
の
立
会
人
が
、

投
票
を
点
検
の
上
で
、
有
効
投
票
箋
及
び
無
効
投
票
箋
へ
の
押
印
並
び
に
選
挙
録
へ
の
署
名
を
行
っ

て
い
る
。

よ
っ
て
、
投
票
の
再
点
検
に
よ
る
同
一
筆
跡
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
行
う
理
由
は
な
く
、

ま
た
、
投
票
の
秘
密
保
持
の
原
則
上
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
べ
き
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚒
に
は
理
由
が
な
い
。

⚓
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚓
に
つ
い
て

法
第
67条

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
選
挙
長
は
立
会
人
の
意
見
を
聞
い
て
投
票
の
効
力
を
決
定
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
お
り
、
開
票
に
お
け
る
疑
問
票
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
選
挙
長
は
全
て
の
立
会
人
に

対
し
、
疑
問
票
の
内
容
を
説
明
し
、
意
見
を
求
め
る
こ
と
は
投
票
の
点
検
を
行
う
た
め
に
必
要
な
行

為
で
あ
り
、
相
当
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。

本
件
選
挙
に
お
け
る
疑
問
票
の
審
査
の
作
業
手
順
は
、
あ
ら
か
じ
め
疑
問
票
を
候
補
者
ご
と
に
10

種
類
の
類
型
に
仕
分
け
、
そ
の
上
で
、
選
挙
長
が
選
挙
立
会
人
の
意
見
を
聞
い
て
、
有
効
・
無
効
を

決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
業
手
順
に
従
い
審
査
を
行
っ
た
結
果
30分

程
度
の
時
間
を
要
し
た

も
の
で
あ
り
、
故
意
に
こ
れ
を
遅
延
さ
せ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
疑
問
票
の
審
査
は
開
票
所
内
で
行
わ
れ
、
そ
の
間
及
び
前
後
に
お
い
て
立
会
人
は
必
要

に
応
じ
て
、
有
効
投
票
の
点
検
を
す
る
こ
と
も
制
限
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
疑
問
票
の
審

査
に
よ
り
、
立
会
人
に
よ
る
投
票
の
点
検
そ
の
他
の
開
票
作
業
の
立
会
・
監
視
が
妨
害
さ
れ
た
と
は

認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
疑
問
票
の
審
査
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
で
、
立
会
人
が
有
効
投
票
の
束
を
確
認
す
る
こ
と

な
く
押
印
せ
ざ
る
を
得
な
い
雰
囲
気
で
あ
っ
た
と
す
る
申
出
人
の
主
張
は
、
専
ら
自
ら
の
主
観
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
憶
測
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚓
に
は
理
由
が
な
い
。

⚔
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚔
に
つ
い
て

期
日
前
投
票
に
お
け
る
投
票
箱
を
閉
鎖
し
た
後
の
夜
間
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
下
関
市
選
挙
管
理

員
会
が
定
め
る
「
期
日
前
・
不
在
者
投
票
事
務
取
扱
要
領
」
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と

四
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と
さ
れ
て
い
る
。

全
て
の
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
箱
を
閉
鎖
し
て
か
ら
翌
日
に
開
く
ま
で
の
間
、
庁
舎
内

の
施
錠
で
き
る
部
屋
や
保
管
庫
で
保
管
す
る
。

な
お
、
各
庁
舎
の
夜
間
出
入
口
に
は
宿
直
が
常
駐
し
、
庁
舎
へ
の
入
退
庁
者
を
監
視
す
る
と
と
も

に
、
部
屋
の
鍵
を
管
理
し
て
い
た
。

ま
た
、
期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
を
閉
鎖
す
る
と
き
は
、
期
日
前
投
票
管
理
者
は
、
当
該
投
票
箱

の
投
函
口
の
蓋
を
閉
じ
、
二
つ
の
鍵
で
施
錠
し
た
上
、
一
の
鍵
は
期
日
前
投
票
管
理
者
の
指
定
し
た

期
日
前
投
票
立
会
人
が
封
印
を
し
、
他
の
鍵
は
期
日
前
投
票
管
理
者
が
封
印
を
す
る
。

そ
し
て
、
鍵
は
封
印
さ
れ
た
状
態
の
ま
ま
下
関
市
選
挙
管
理
委
員
会
で
保
管
さ
れ
、
そ
の
翌
日
期

日
前
投
票
所
を
開
く
時
刻
に
な
っ
た
と
き
、
期
日
前
投
票
管
理
者
が
、
期
日
前
投
票
立
会
人
の
立
会

の
も
と
、
鍵
を
封
印
し
た
封
筒
等
に
不
備
が
な
い
か
確
認
の
上
で
開
封
し
、
投
票
箱
を
開
く
。

ま
た
、
投
票
箱
は
期
日
前
投
票
期
間
の
末
日
に
蓋
が
施
錠
さ
れ
、
鍵
を
封
印
し
た
状
態
で
、
下
関

市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
、
選
挙
当
日
に
は
下
関
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
選
挙
長
へ
送
致
さ
れ
、
そ

の
際
に
投
票
箱
等
に
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

こ
れ
ら
の
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
、
選
挙
の
規
定
の
違
反
、
不
正
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
疑
わ
せ
る
事
実
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
票
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
た
と
す
る
申
出
人
の
主
張
は

合
理
的
な
根
拠
が
な
い
憶
測
に
す
ぎ
ず
、
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚔
に
は
理
由
が
な
い
。

⚕
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚕
に
つ
い
て

開
票
会
場
に
お
け
る
参
観
人
の
観
覧
席
に
つ
い
て
は
、
⚒
階
観
覧
席
の
四
面
の
う
ち
、
選
挙
長
、

選
挙
立
会
人
席
の
背
面
に
当
た
る
一
面
に
つ
い
て
は
、
同
所
か
ら
の
参
観
を
認
め
る
と
、
双
眼
鏡
等

を
使
用
す
る
こ
と
で
集
計
業
務
用
の
パ
ソ
コ
ン
を
覗
か
れ
、
発
表
前
の
開
票
状
況
に
関
す
る
情
報
が

漏
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
理
由
か
ら
立
入
禁
止
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

法
第
69条

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
選
挙
人
は
開
票
及
び
選
挙
会
の
参
観
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
具
体
的
な
参
観
場
所
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
は
な
く
、
立
入
禁
止
区
域
以
外
の
三
面
か
ら

開
票
会
場
全
体
を
参
観
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
立
入
制
限

に
よ
っ
て
、
参
観
が
妨
害
さ
れ
た
と
も
、
開
票
作
業
に
お
い
て
不
正
を
容
易
に
す
る
と
い
う
意
図
及

び
効
果
が
あ
っ
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚕
に
は
理
由
が
な
い
。

⚖
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚖
に
つ
い
て

法
第
66条

第
⚒
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
選
挙
長
及
び
立
会
人
が
行
う
開
票
に
お
け
る
投
票
の
点
検

と
は
、
各
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
効
力
を
決
定
し
、
候
補
者
別
に
得
票
数
を
計
算
す
る
作
業
を
い
う

が
、
投
票
さ
れ
な
か
っ
た
投
票
用
紙
に
つ
い
て
は
、
投
票
の
点
検
に
お
い
て
確
認
す
る
対
象
と
は
認

め
ら
れ
な
い
か
ら
、
立
会
人
が
こ
れ
を
確
認
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
立
会
人
に
よ
る
開
票
作

業
の
立
会
・
監
視
が
妨
げ
ら
れ
、
公
正
な
開
票
が
阻
害
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
６
に
は
理
由
が
な
い
。

⚗
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚗
に
つ
い
て

本
件
選
挙
の
選
挙
長
は
、
有
効
投
票
箋
、
無
効
投
票
箋
へ
の
押
印
前
に
票
束
の
内
容
を
確
認
の

上
、
押
印
し
て
お
り
、
下
関
市
選
挙
管
理
委
員
会
の
他
の
委
員
等
も
そ
の
様
子
を
確
認
し
て
い
る
。

法
第
67条

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
選
挙
長
は
立
会
人
の
意
見
を
聞
い
て
投
票
の
効
力
を
決
定
す
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
法
令
上
、
有
効
投
票
箋
及
び
無
効
投
票
箋
へ
の
押
印
の
順
番
に
関
す
る
規
定
は
な

く
、
立
会
人
よ
り
前
に
選
挙
長
が
押
印
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
選
挙
の
無
効
事
由

に
該
当
す
る
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚗
に
は
理
由
が
な
い
。

⚘
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚘
に
つ
い
て

疑
問
票
と
有
効
票
の
数
に
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
す
客
観
的
な
根
拠
は
な
く
、
ま
た
、
投
票

及
び
開
票
の
実
施
の
過
程
に
お
い
て
不
正
行
為
を
疑
わ
せ
る
事
実
も
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
申
出
人

の
主
張
は
専
ら
自
ら
の
主
観
に
基
づ
い
た
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
憶
測
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、

認
め
ら
れ
な
い
。

な
お
、
申
出
書
に
は
申
出
人
の
本
件
選
挙
の
得
票
数
は
1612票

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の

得
票
数
は
1615票

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚘
に
は
理
由
が
な
い
。

⚙
異
議
の
申
出
の
理
由
の
⚙
に
つ
い
て

開
票
の
点
検
作
業
は
、
会
場
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
上
10台

の
作
業
台
で
行
っ
て
い
た
が
、
候
補

者
の
人
数
が
12名

の
た
め
、
10台

の
内
⚒
台
の
作
業
台
は
⚒
名
の
候
補
者
の
作
業
を
行
っ
て
い
た
。

有
福
精
一
郎
候
補
に
係
る
投
票
は
も
う
⚑
名
の
候
補
の
も
の
と
同
じ
作
業
台
で
作
業
を
行
っ
て
お

り
、
も
う
⚑
台
の
⚒
名
の
点
検
を
行
っ
て
い
た
作
業
台
よ
り
も
票
数
も
多
く
、
結
果
と
し
て
、
こ
の

作
業
台
で
は
最
も
作
業
が
遅
く
な
っ
た
が
、
投
票
の
点
検
は
他
の
候
補
者
と
同
じ
方
法
で
行
い
、
選

挙
長
及
び
立
会
人
の
点
検
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
会
場
に
お
い
て
不
正
行
為
を
疑
わ
せ
る
事
実
も
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
申
出
人
の
主
張
は
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
憶
測
に
す
ぎ
な
い
も
の
で

あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
９
に
は
理
由
が
な
い
。

10
異
議
の
申
出
の
理
由
の
10に
つ
い
て

得
票
数
の
計
算
の
最
終
確
定
に
時
間
を
要
し
た
が
、
こ
れ
は
、
得
票
に
お
い
て
票
の
按
分
が
発
生

し
、
全
て
の
有
効
投
票
の
確
定
後
に
按
分
票
の
計
算
、
入
力
、
選
挙
録
の
作
成
と
い
う
一
連
の
事
務

処
理
に
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
が
主
な
原
因
で
あ
り
、
投
票
数
と
開
票
数
が
合
わ
ず
に
ご
ま
か
す
た

め
、
票
数
操
作
を
行
っ
た
と
す
る
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
10に
は
理
由
が
な
い
。
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11
異
議
の
申
出
の
理
由
の
11に
つ
い
て

開
票
に
お
け
る
投
票
の
点
検
に
お
い
て
、
白
票
に
つ
い
て
も
、
他
の
投
票
と
同
様
に
、
事
務
従
事

者
に
よ
る
分
類
、
計
数
の
上
で
、
選
挙
長
及
び
全
て
の
立
会
人
に
よ
る
点
検
が
行
わ
れ
て
お
り
、
票

数
操
作
そ
の
他
の
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

な
お
、
本
件
選
挙
の
白
票
は
677票

で
あ
る
が
、
平
成
27年

に
執
行
さ
れ
た
前
回
の
県
議
会
議
員

一
般
選
挙
で
は
同
選
挙
区
に
お
け
る
白
票
は
583票

で
あ
り
、
過
去
の
選
挙
と
比
較
し
て
異
常
に
少

な
い
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
異
議
の
申
出
の
理
由
の
11に
は
理
由
が
な
い
。

以
上
の
と
お
り
、
申
出
人
の
主
張
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
く
、
こ
の
異
議
の
申
出
は
棄
却
を
免
れ
な

い
。な
お
、
申
出
人
は
、
投
票
率
が
下
が
っ
て
い
る
の
は
、
政
治
が
有
権
者
の
信
頼
を
失
っ
て
い
る
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
の
に
、
政
治
を
担
当
し
て
い
る
自
民
党
が
得
票
を
伸
ば
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
結
果

は
全
く
矛
盾
し
て
お
り
、
あ
り
得
な
い
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
主
張
は
、
政
治
的
な
見
解
で
あ
り
、
明

ら
か
に
選
挙
を
無
効
と
す
る
事
由
に
該
当
し
な
い
の
で
、
判
断
し
な
い
。

よ
っ
て
、
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

令
和
元
年
（
2019年

）
⚕
月
20日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田
中
一
郎

雑

報

正

誤

令
和
元
年
五
月
十
七
日
山
口
県
告
示
第
五
号
（
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地

の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一

下

五

光
市
大
字
光
井
字
武
田
四
七
二
〇
の
五

の
一
部
及
び
四
七
二
〇
の
六
の
一
部























光
市
大
字
光
井
字
武
田
四
七
二
〇
の
五

の
一
部

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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